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＜トピックス＞ 

１．本年１月に農業保険（収入保険・農業共済）がリニューアルされました！ 

２．青色申告を始めるには？（収入保険） 

 

【１．本年１月に農業保険（収入保険・農業共済）がリニューアルされました！】 

農業経営は、自然災害や市場価格の低下だけでなく、本人や従業員の病気やけがによる営

農ストップ、収穫後の事故など、様々なリスクにさらされています。こうしたリスクに対し

ては、農業者自らが備えをしておくことが必要です。 

 農林水産省では、このようなリスクに備えるため、本年１月から農業保険の制度をリニュ

ーアルして、多様なリスクに対応し農業収入の減少を総合的にサポートできる『収入保険』

と、自然災害による損害をサポートする『農業共済』を用意しています。 

 この機会に、もう一度、ご自身の農業経営におけるリスクとその備えについて、見直し、

農業保険を利用してはいかがでしょうか。 

 収入保険は、青色申告を行っている農業者が対象です。青色申告には、65万円の特別控除

など経営上のメリットもあり、農業保険への加入の検討と併せて、青色申告を始める手続を

進めてみてはいかがでしょう。 

 詳しい農業保険の内容については、最寄りの農業共済組合にお尋ねください。 

 

◇ 当省ＨＰの農業保険関連情報はこちら 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syu_kyosai.html 

 

◇ 農業保険の普及推進チラシはこちら 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-78.pdf 

 

◇ 青色申告の普及推進チラシはこちら 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-79.pdf 

 

◇ 収入保険・農業共済の相談窓口（各都道府県農業共済組合）はこちら 

http://nosai-zenkokuren.or.jp/consultation.html 

 



◇ 青色申告について、詳しくはこちら（国税庁ホームページ） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm 

   

◇お問い合わせ先 

農林水産省経営局保険課企画調査班（担当：大橋、山内） 

TEL：03-6744-2175 

 

【２．青色申告を始めるには？（収入保険）】 

最大の補償を選択して加入すれば、万一の場合に８割以上の収入が確保される「収入保険」

が始まりました。 

収入保険は、加入申請時に、青色申告の実績（簡易な方式でも可）が 1年分あれば加入で

きます。 

白色申告を行っている方は、簡易な方式であれば、現金出納帳等を整備して、日々の取引

を残高まで記帳・保存すれば、青色申告が行えます。 

個人の場合、平成 31年 3月 15日までに、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出す

れば、平成 32年 2月 16日～3月 15日までの間に、平成 31年分の青色申告の確定申告を行

うことができます。 

現在白色申告を行っている方で、収入保険に加入したいと思われる方は、平成 31年分の青

色申告を始める手続を進めましょう。 

詳しくは、所轄の税務署にお尋ねください。 

 

◇青色申告について、詳しくはこちら（国税庁ホームページ） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm 

 

◇収入保険について、詳しくはこちら（農林水産省ホームページ） 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syu_kyosai.html 

 

◇青色申告の普及推進チラシはこちら 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-79.pdf 

 

◇お問い合わせ先  

農林水産省経営局保険課農業経営収入保険室（担当：松尾、寺尾） 

TEL：03-6744-7147 
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☆ このメルマガの配信申込み、バックナンバーはこちらから 

→ http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_merumaga.html 

☆ このメルマガの配信変更、配信解除、パスワード再発行等はこちらから 

→ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html 
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